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一家にひとつ医療費専用の領収書の入れ物を作りましょう。 

 

1医療費控除の概要 

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合

には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。 

2医療費控除の対象となる医療費の要件 

(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払っ

た医療費であること。 

(2) その年の 1月 1日から 12月 31日までの間に支払った医療費であること。 

3医療費控除の対象となる金額 

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で 200万円)です。 

   (実際に支払った医療費の合計額－①の金額)－②の金額⇒医療費控除額 

① 保険金などで補てんされる金額 

（例） 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額

療養費・家族療養費・出産育児一時金など 

（注） 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限

度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費から

は差し引きません。 

② 10万円 

 (注) その年の総所得金額等が 200万円未満の人は、総所得金額等の 5%の金額 

 

確定申告時に領収書を集めるのは大変です。 

一家にひとつ医療費専用の領収書の入れ物を作りましょう。 

クリアファイルがきれいに保管できてお勧めです。 

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm#a2220_3
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm#a2220_3

